
！ご注意事項

住宅修理（リフォーム）に関し、「保険金が使える」と言って勧誘する業者とのトラブル

が発生しています。このような勧誘については、住宅の修理を業者と契約する前に、

ご契約している損害保険会社または損害保険代理店へご相談ください。

損害保険に関するご相談は 「ほけんGUIDE」 又はご契約の

保険会社にお問い合わせください。
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